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不拡散及び軍縮に関するＧ７声明（仮訳） 

広島，日本 

平成２８年４月１１日 

 

我々，Ｇ７メンバーが，２０１５年４月にリューベックで会合を行って以降，最近の北朝鮮

の核実験や弾道ミサイル技術を用いた発射，シリアにおける化学兵器使用に係る信頼でき

る報告書，シリア及びイラクでのＩＳＩＬ／ダーイシュによる化学兵器使用に係る増加する信

頼できる申立て及び通常兵器のテロリストへの拡散など，国際社会は不拡散及び軍縮の

分野において，地域的又は世界的に多くの深刻な困難に直面してきた。ＥＵ３＋３とイラン

の間の包括的共同作業計画は成功裏に履行段階に達したが，２０１５年核兵器不拡散条

約（ＮＰＴ）運用検討会議は最終文書案の実質的部分についてコンセンサスに至ることがで

きなかった。 

 

このような背景により，Ｇ７外相広島宣言において明確に述べられたように，我々は全

ての人にとってより安全な世界を追求し，核軍縮・不拡散，核セキュリティ・原子力安全，原

子力の平和的利用，その他の大量破壊兵器の不拡散，小型武器及び軽兵器の管理，宇

宙といった分野において，以下に列挙されるような，実践的かつ具体的な取組を行うことに

コミットしている。 

 

核軍縮・不拡散 

1. Ｇ７外相広島宣言と併せて，我々は，ＮＰＴの相互に補強し合う３本柱全てに対する無

条件の支持を再確認する。ＮＰＴは，引き続き核不拡散体制の礎石であり，第６条に従

った核軍縮の追求と，第４条に従った原子力の平和的利用の不可欠な基礎である。

我々は強固なＮＰＴ及び全てのＮＰＴ締約国による条約の誠実な実施への完全なコミット

メントの必要性を強調する。我々は，ＮＰＴの非締約国に対し，遅滞なく無条件に，締約

国となるよう呼びかける。 

 

2. 我々は，ＮＰＴ第１０条にある脱退の権利を認識する。それにもかかわらず，我々は，Ｎ

ＰＴ締約国に対して，脱退規定の乱用を防止する重要性を再確認するよう呼びかけ，あ

る国のＮＰＴからの脱退は条約のほぼ完全な普遍性を損ない，それによって，他の全て

のＮＰＴ締約国の安全保障を損なうことを認識する。 

 

3. 我々は，２０１０年ＮＰＴ運用検討会議の行動計画の実施が着実に進捗するとともに，２

０２０年ＮＰＴ運用検討会議につながる運用検討サイクルにおいて前進を続けることが

極めて重要であることを強調する。この観点から，我々は，軍縮・不拡散イニシアティブ

（ＮＰＤＩ）のメンバーがＮＰＴ締約国間の相違の橋渡しをする役割を担ってきたことを歓

迎するとともに，ＮＰＤＩにより提出された報告テンプレートの推奨に留意する。我々は，
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全ての締約国に対して，２０１０年ＮＰＴ行動計画に合致する活動についてＮＰＴコミュニ

ティへの報告を行うよう求める。 

 

4. 我々は，包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）の早期発効が主要優先事項であることを再

確認し，条約署名開放２０周年の機会に，全ての国に対してＣＴＢＴを遅滞なく，無条件

に署名・批准するよう求める。条約の発効まで，全ての国は核兵器の実験的爆発又は

他の核爆発に関する現行の全ての自発的なモラトリアムを維持し，ＣＴＢＴの趣旨及び

目的を無にする行動を自制すべきである。 

 

5. 我々は，包括的な検証制度の設立など，包括的核実験禁止条約機関（ＣＴＢＴＯ）準備

委員会により行われた作業を賞賛する。特に国際監視制度（ＩＭＳ）と国際データセンタ

ー（ＩＤＣ）は，北朝鮮による核実験，例えば本年１月６日に行われた国際的な義務への

目に余る違反の形で行われたものに関する実質的な信頼できるデータを提供すること

で，その有用性を証明した。我々は，ＩＭＳとＩＤＣの更なる発展を促すとともに，適用可

能な関係法令に従って，条約の検証制度を完成させるため，強い政治的支援と十分な

リソースを提供することにコミットする。 

 

6. 我々は，ＣＴＢＴ発効促進調整のための１４条プロセスにおける現在の共同調整国とし

て，更なる批准と条約発効を促進する日本とカザフスタンの取組を評価する。 

 

7. 我々は，ＣＴＢＴ附属書２の未署名・未批准国に対して，次のあり得るステップとして，そ

れらの国がまだ行っていない場合には，最大限にＩＭＳを発展させるために取り組むよう

求める。同時に，我々は，過去５年間にＣＴＢＴ関連プロジェクトのために１０，０００万ド

ル以上の任意拠出を行ったＧ７によるＩＭＳへの支援を歓迎する。 

 

8. 我々は，ジュネーブ軍縮会議（ＣＤ）における新たな取組を歓迎するとともに，カナダ主

導の政府専門家会合によりコンセンサスで採択され発出された報告書を基にし，また，

２０１５年のフランスの核分裂性物質生産禁止条約（ＦＭＣＴ）草案を考慮し，ＦＭＣＴの交

渉の即時開始を優先する作業計画が速やかに採択されることを通じて，ＣＤにおける行

き詰まりを破るために全参加国が最大限の努力を行うよう奨励する。 

 

9. 我々は，ＦＭＣＴが発効するまで，全ての国に対して，核兵器又はその他の核爆発装置

に使用するための核分裂性物質の生産に関するモラトリアムを宣言し，維持するよう求

める。 

 

10. 我々は，既存の軍縮及び軍備管理条約の誠実な実施を重視する。我々は，米国及び

ロシア連邦による，新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）の発効５周年を歓迎するとともに，
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２０１３年６月，オバマ米大統領がロシア連邦に対して提案した新しい軍縮交渉ラウンド

が，かかる交渉に資する条件が整えば，今も有効であることを評価する。また，我々は，

２０１５年における英国による実戦配備可能な核弾頭数の１２０未満までの削減，及び，

仏の核戦力の追加的な透明性に関する措置を含め，仏及び英国により既にとられた軍

縮関連措置を歓迎する。我々は，その他の国が同様の努力を行うよう求める。 

 

11. 我々は，一つの類に該当する全ての兵器を廃絶した画期的な軍備管理合意である中

距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約は，欧州の安全保障構造並びにアジアを含む広範な国際

安全保障及び安定の重要な要素であるとともに，米国，ロシア連邦及び他の締約国に

よるＮＰＴ第６条の義務の実施への貢献であることを強調する。この文脈で，我々は，ロ

シア連邦に対し，完全かつ検証可能な遵守を確保することにより，ＩＮＦ全廃条約の有効

性を維持するよう求める。 

 

12. 我々は，核軍縮の更なる進展にとり不可欠である，相互信頼の醸成及び透明性の確保

のための５核兵器国による共同作業の継続を歓迎する。この文脈において，我々は，２

０１０年ＮＰＴ運用検討会議行動計画に従った５核兵器国による２０１５年ＮＰＴ運用検討

会議への報告書の提出に留意する。 

 

13. 我々は，核兵器国と非核兵器国との間の信頼醸成を促進することにより，地域的及び

国際的な安全保障を強化する，法的拘束力のある非核兵器地帯条約の関連する議定

書を発効させることを重視する。 

 

14. 我々は，５核兵器国による中央アジア非核兵器地帯条約の議定書への署名又は批准

を歓迎し，５核兵器国が，可及的速やかに議定書への署名に至るよう，東南アジア非

核兵器地帯条約締約国との協議を継続するとのコミットメントを歓迎する。我々は，中

東における核兵器及びその他の大量破壊兵器・運搬手段のない地帯という目標を達成

するための新たな地域的対話を求める。 

 

15. 我々は，英・ノルウェーのイニシアティブや核軍縮検証のための国際パートナーシップと

いった核軍縮検証に関わる複雑な課題への対処に資する，核兵器国と非核兵器国の

協力を促す，現実的かつ実践的なイニシアティブを強く支持する。 

 

16. 我々は，新たに設置された核軍縮に関するオープン・エンド作業部会が，多様なアプロ

ーチに関してバランスのとれた建設的な対話を行うことを希望する。なぜなら，そうした

対話こそが，核兵器国と非核兵器国の将来的な協力を進めて行くことに資するような，

全ての国の合意を得た結果につながり得るからである。 
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 大量破壊兵器の不拡散 

17. 我々は，北朝鮮により１月６日に行われた核実験並びに２月７日，３月１０日及び３月１

８日に行われた弾道ミサイル技術を使用した発射を最も強い表現で非難する。北朝鮮

が２１世紀において４回の核実験を行ったことは大変遺憾である。我々は，北朝鮮に対

し，今後いかなる核実験や弾道ミサイル技術を使用した発射も行わず，その他の不安

定化をもたらす行動や挑発的な行動もとらないよう求める。我々は，北朝鮮に対し，関

連する国連安保理決議及び２００５年９月の六者会合共同声明を即時かつ完全に履行

し，全ての核兵器及び既存の核・弾道ミサイル計画を完全な，検証可能な，かつ不可逆

的な方法で放棄し，ＮＰＴ及び国際原子力機関（ＩＡＥＡ）保障措置に早期に復帰するよう

改めて強く求める。 

 

18. 我々は，寧辺における５ＭＷ(ｅ)黒鉛炉の再稼働及びウラン濃縮施設の拡張・稼働を含

む北朝鮮による進行中の核活動を強く非難し，北朝鮮に対し，そのような全ての活動を

停止するよう求める。我々は，北朝鮮が核兵器を保有することに対する国際社会の断

固とした反対を繰り返し表明するとともに，朝鮮半島の検証可能な非核化という目標に

従って，全ての核活動を即時に停止するよう求める。我々は，北朝鮮の核・ミサイル問

題の外交的な解決を実現するとの我々の共有された目標を再確認する。我々は，３月

２日に国連安保理決議第２２７０号が全会一致で採択されたことを歓迎するとともに，全

ての国に対し，全ての関連する国連安保理決議の完全な履行を含め，北朝鮮の核・ミ

サイル計画によりもたらされる脅威に対処するための取組を強化するよう求める。 

 

19. 我々は，２０１５年を通じてシリアにおいて化学兵器が使用され続けているとの化学兵

器禁止機関（ＯＰＣＷ）事実関係調査ミッション（ＦＦＭ）の調査結果に対する深い懸念を

表明し，これらの責任者を特定し，責任を負わせ，シリアによる化学兵器禁止条約（ＣＷ

Ｃ）申告及び関連提出資料が正確かつ完全であることを全面的に検証することの重要

性を強調する。我々は，ＦＦＭ，ＯＰＣＷ・国連共同調査ミッション（ＪＩＭ）及びＯＰＣＷの

申告調査チーム（ＤＡＴ）への支援を継続するとの我々の決意を強調し，再度，シリアに

対し，ＣＷＣ並びに国連安保理決議第２１１８号（２０１３），第２２０９号（２０１５）及び第２

２３５号（２０１５）の下での義務を履行することを求める。 

 

20. 我々は，リビアにおける現下の治安情勢を懸念をもって留意し，リビアに残っている化

学兵器の前駆物質が至急廃棄されることが極めて重要であることを強調する。 

 

21. 我々は，イランの原子力計画が専ら平和的であり，これからもそうあり続けることを確保

するためのＥＵ３＋３とイランとの間の包括的共同作業計画（ＪＣＰＯＡ）の歴史的な偉業

を賞賛する。この合意は，完全かつ厳格に履行されなければならない。我々は，イラン

がＪＣＰＯＡ上のコミットメントを果たしているかを確認するための監視・検証について重
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要な責任を担うＩＡＥＡに対し，資金的なものを含め，全ての必要な資源を確保するよう

最善を尽くすことを約束する。Ｇ７は，その目的のために，ＩＡＥＡに対し任意に５００万米

ドル以上を拠出してきており，他国に対しても同様の取組を奨励する。 

 

22. 我々は，国連安保理決議第２２３１号を想起し，イランに対し，核兵器を運搬可能である

ように設計された弾道ミサイルに関連するいかなる活動も，そのような弾道ミサイル技

術を用いた発射を含め，行わないよう呼びかける。 

 

23. 我々は，ＩＡＥＡ及びその保障措置制度が核不拡散体制において果たす中心的な役割

を強調する。我々は，国際的な検認基準としてのＩＡＥＡの包括的保障措置協定及び追

加議定書（ＡＰ）の普遍的な受入れを引き続き促進する。我々は，まだＡＰを署名又は締

結していない全ての国に対し，これを署名又は締結するように，また，関係のある国に

ついては，改正少量議定書を採択するよう呼びかける。我々は，平和的な原子力活動，

特に核燃料サイクルに対して，各国の国際的義務に応じてＩＡＥＡ保障措置を適用する

ことの重要性を強調する。 

 

24. 我々は，ＩＡＥＡ理事会による，シリアのＩＡＥＡとの保障措置協定の不遵守を国連安保理

及び国連総会に報告した２０１１年６月９日の決議にもかかわらず，シリアが依然として

この不遵守を緊急に是正しなければならないことに深刻な懸念を表明する。 

 

25. 我々は，国レベルにおけるＩＡＥＡ保障措置の継続的な進展を支持するとともに，ＩＡＥＡ

保障措置制度の信頼性，有効性及び完全性を維持することの重要性を強調する。 

 

26. 我々は，保障措置ネットワークの情報セキュリティを強化するために使用可能なツール

及びアプリケーションを改善することにより，保障措置の情報技術インフラを近代化する

ためのＩＡＥＡの努力を支持する。 

 

27. 我々は，国際的な輸出管理レジーム（原子力供給国グループ，ミサイル技術管理レジ

ーム，オーストラリア・グループ）及びザンガー委員会を通じて，世界的な拡散の脅威を

削減する努力を引き続き強化し，全ての国に対し，自国の輸出管理の実施を更に強化

することを求める。この関連で，その用意がある国に対しては，適用可能で，かつ，必

要な場合には，能力の向上のための支援をすることが奨励される。 

 

28. 我々は，上記の３つのレジームに参加する全ての国に対してこれらのガイドラインに沿

って行動するよう求め，レジームの外にいる全ての国に対してこれらのガイドラインを遵

守するよう奨励し，並びに全ての国に対してこれらのレジームの対象となる品目及び技
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術の供給が拡散懸念のある計画に寄与しないことを確保するために監視を実施するよ

う求める。 

 

29. 我々は，原子力供給国グループ（ＮＳＧ）ガイドラインの中でＩＡＥＡ追加議定書を供給条

件として確立させることに向けたＮＳＧ内での更なる議論を支持する。 

 

30. ミサイル（特に大量破壊兵器を運搬可能なもの）の拡散が国際の平和及び安全の脅威

となっていることから，我々は，弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行動規

範の普遍化並びに弾道ミサイル及び宇宙打上げ計画についての適切な透明性のため

の措置の促進に引き続きコミットする。 

 

31. 我々は，世界的に存在する大量破壊兵器拡散の脅威に継続して対処している「大量破

壊兵器・物質の拡散に対するグローバル・パートナーシップ（ＧＰ）」と，化学・生物・放射

線及び核（ＣＢＲＮ）テロリズムを撲滅するためのＧＰによる資金供与計画と調整活動へ

の我々の揺るぎないコミットメントを再確認する。また，我々は，ＣＢＲＮテロリズムを撲

滅するためのＧＰの計画及び活動が，本年の核セキュリティ・サミット，生物兵器禁止条

約（ＢＷＣ）運用検討会議及び国連安保理決議第１５４０号の包括的レビューを含む他

のフォーラムと直接的な連関があることを認識する。我々は，ＧＰがＧ７の枠を越えて継

続的に拡大し，最近のジョージア加盟により活動中のメンバー国が３０か国に上ったこ

と，またＧＰメンバー国による２０１４年度のＩＡＥＡ核セキュリティ基金への貢献が４，７０

０万ユーロを超えたことを歓迎する。 

 

32. 我々は，バイオ脅威のない安心かつ安全な世界を構築することにコミットし続ける。この

点，我々は，潜在的な故意によるバイオセキュリティ上の脅威に対抗するため，関連の

機関やイニシアティブとの協力に備える必要がある。我々は，ＧＰや世界健康安全保障

アジェンダ（ＧＨＳＡ）を通じたものを含む，バイオ脅威の予防，検知及び迅速な対応の

ための測定可能かつ適切な能力構築を行うことにより，自然発生や事故起源の感染症

流行に対処する保健システム強化のためのイニシアティブを歓迎し，世界保健機関（Ｗ

ＨＯ）の国際保健規則（ＩＨＲ）の履行を支援する。この点，我々は，今後５年間に７０を越

える国々を協同的に支援することを提示するとともに，この協同的な努力に他国・機関

等が参加するよう奨励する。 

 

33. 我々は，国連安保理決議第１５４０号の実施状況を評価し，同決議の可及的速やかで

完全な実施を促進するための支援のプロセスを改善する観点から，大量破壊兵器及び

それらの運搬手段の拡散並びに非国家主体によるそれらの潜在的な取得と闘うため

の取組の効率を更に高めるための機会を引き続き与える同決議の第２回包括的レビュ
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ーを強く支持する。我々は，１５４０委員会に対して第１回目の報告書を提出していない

国々に対し，可及的速やかに提出するよう求める。 

 

34. 我々は，拡散者によるあらゆる形態の無形技術移転から，機微な技術及びノウハウを

保護する取組において，意識を向上させ，責任の文化を確立させるため，「ウィスバー

デン・プロセス」の枠組みで成功裏に開始されているように，産業界及びその他のステ

ークホルダーへの追加的なアウトリーチを要請する。 

 

35. 我々は，拡散上懸念のある国家及び非国家主体への，又はそれらからの大量兵器の

拡散を阻止するために重要な役割を果たしてきた拡散に対する安全保障構想（ＰＳＩ）を

引き続き支持し，２００３年の阻止原則宣言への世界的支持を広げることを含め，ＰＳＩ

の強化及び拡大の取組を奨励する。我々は，２０１３年に開催されたハイレベル政治会

合における４つの共同声明や各国による宣言の更なる効果的な履行を要請するととも

に，１０５か国のＰＳＩ参加国に対し，将来的な大量破壊兵器拡散の危機に対抗するた

めの能力開発や新たな賛同者を見つけるためにＰＳＩ特有の積極的かつ自発的な特性

を利用することを奨励した２０１６年開催の初めての高級事務レベル会合の成功を活用

することを要請する。 

 

36. 我々は，ＣＷＣ及びＯＰＣＷの作業に対する支持を再確認し，ＣＷＣの普遍化及び効果

的な実施を達成するための我々の努力を継続する。我々は，ＩＳＩＬ/ダーイシュによる化

学兵器の製造及び使用の申立てを深い懸念をもって留意し，テロリストの化学兵器使

用による国際安全保障への深刻な脅威を低減するため，ＯＰＣＷ及びその他の関係機

関と協力していくとの我々のコミットメントを表明する。 

 

37. 我々は，生物兵器を国際的に禁止する法制度の基礎として，生物兵器禁止条約（ＢＴＷ

Ｃ）を強く支持し， ＢＴＷＣの締約国となっていない全ての国に対し，遅滞なく加入する

よう求める。また，我々は，２０１６年の第８回運用検討会議及び会期間活動を通じて，

履行，遵守，科学技術並びに疾病アウトブレイクへの準備及び対応を含む分野で条約

を強化するとの我々のコミットメントを確認する。 

 

38. ２０１３年のシリア（セルストロム調査団）から得られた教訓に基づき，我々は，化学，生

物及び毒素兵器（ＳＧＭ）使用に係る国連事務局長の調査メカニズム（ＳＧＭ）を強化す

るための国連軍縮部（ＵＮＯＤＡ）の継続的な努力及び国連加盟国からの支援，特に，

訓練コースの編成やスウェーデン，英国，ドイツ及びフランスによる演習を歓迎し称賛

する。 
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核セキュリティ・原子力安全 

39. 我々は，全ての国際的イニシアティブが核テロを防止することを歓迎する。我々は，核

物質及びその他の放射性物質のセキュリティを更に強化し維持することを引き続き支

援し，支持する。 

 

40. 我々は，３月３１日から４月１日までオバマ米大統領が主催した第４回核セキュリティ・

サミットの成功を称賛するとともに，核セキュリティ・サミットの成果に基づき，国連，国際

原子力機関（ＩＡＥＡ），国際刑事警察機構（ＩＮＴＥＲＰＯＬ），核テロリズムに対抗するため

のグローバル・イニシアティブ（ＧＩＣＮＴ）及び大量破壊兵器・物質の拡散に対するグロ

ーバル・パートナーシップ（ＧＰ）の行動計画を通じて，核セキュリティに関する国際協力

を更に強化し調整することにコミットする。 

 

41. 我々は，世界の核セキュリティ構造におけるＩＡＥＡの中心的役割を再確認し，ハイレベ

ルの関心と核セキュリティ強化に対するコミットメントを維持する上で，閣僚級セグメント

を含む２０１６年１２月のＩＡＥＡ核セキュリティ国際会議を強く支持する。 

 

42. 我々は，ＩＡＥＡ国際核物質防護諮問サービス（ＩＰＰＡＳ）と国際核セキュリティ諮問サー

ビス（ＩＮＳＳｅｒｖ）のミッションによる核セキュリティ強化に対する重要な貢献を認識する。

ＩＡＥＡ加盟国に経験とベスト・プラクティスを共有する機会を提供する場として，英国の

資金により２０１６年１１月に開催されるＩＰＰＡＳミッション２０周年を記念する国際レビュ

ー会合を支持する。 

 

43. 我々は，核に関する機微な情報，技術及び施設を防護するためのサイバー・セキュリテ

ィ措置を発展させるＩＡＥＡの取組への支持及び参加を継続する。 

 

44. 我々は，年内に核物質防護条約（ＣＰＰＮＭ）の２００５年改正を発効させるため，全ての

国に対して，核テロリズム防止条約（ＩＣＳＡＮＴ），ＣＰＰＮＭ及びその２００５年の改正の

締約国となるよう要請する。 

 

45. 我々は，ＥＵが，世界８つの地域で，各地域のパートナーと共にＣＢＲＮの安全とセキュ

リティを強化し，結果としてＣＢＲＮのリスクを緩和することにつながっている，安定・平和

のための基金のＣＢＲＮリスク緩和中核センター・イニシアティブのような実践的・具体

的なイニシアティブを支持する。 

 

46. 我々は，過去５年間の，福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策の着実な進展を歓

迎する。我々は，世界中で高水準の原子力安全を達成及び維持することの重要性を確

認する。我々は，ＩＡＥＡ原子力安全行動計画の実施及びＩＡＥＡによる福島第一原子力
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発電所事故に関する報告書を含む，福島第一原子力発電所事故以降に国際社会が達

成した原子力安全に関する取組及びこれにおけるＩＡＥＡの役割を認識し，世界中で最

高水準の原子力安全を確保するための努力を継続し，ＩＡＥＡを支援するとのコミットを

再確認する。 

 

47. 我々は，国際的な原子力移転及び原子力協力において最高水準の原子力安全を促進

することの重要性を確認する。我々は，最高水準の原子力安全，核セキュリティ及び不

拡散に従い，原子力発電を新規に計画する国が必要とする安全基盤の整備を促進す

ることにコミットし続ける。我々は，全ての国に対し，原発を輸出する際，ＯＥＣＤの「環境

と公的輸出信用に関するコモンアプローチ」に合致した行動をとることを要請し，統合原

子力基盤レビュー，総合的規制レビュー・サービス，サイト・外部事象設計レビュー等の

関連するＩＡＥＡのピアー・レビュー・ミッションを輸出先国が最初の原子力発電所の稼働

開始前に受け入れるよう奨励することを求める。我々は，原子力発電の新規導入国がＩ

ＡＥＡ安全基準を適用することを推奨する。我々は，運転の延長期間及び終末期を含む，

原子力及び燃料サイクル施設のライフサイクルのあらゆる段階において，その安全性

と性能を改善することにコミットし続ける。 

 

48. 我々は，グローバルな原子力損害賠償制度の構築に向けた取組の重要性を認識し，

そのようなグローバルな制度の構築に向けた一歩として，全ての国に対し，国際的な原

子力損害賠償制度に参加することを奨励する。 

 

49. 我々は，全ての国が原子力安全条約（ＣＮＳ）及び放射性廃棄物等安全条約の締約国

となることを奨励する。我々は，ＣＮＳ締約国により２０１５年２月に採択された原子力安

全に関するウィーン宣言を含む，ＣＮＳの運用強化のための努力を支持する。我々は，

原子力安全に関する体制を評価し，他国の最良の事例から学ぶ機会となる２０１７年３

月のＣＮＳ第７回検討会合へのＣＮＳ締約国の完全な参加を推奨する。我々は，ＣＮＳ

締約国に対し，包括的な報告書の提出とピア・レビュー・プロセスへの積極的な参加を

要請する。 

 

50. チェルノブイリ原発事故から３０年目の年に，我々は，安全及び機能的な観点から，チェ

ルノブイリのサイトを安定させ，かつ，環境面においても安全な状態にするために，チェ

ルノブイリの原子力安全プロジェクトを完了させることの重要性を強調する。これに関連

し，我々は，原子力安全基金の資金不足に対処する必要性を認識し，使用済燃料中間

貯蔵施設（ＩＳＦ－２）プロジェクトを成功裡に完了させることの重要性を強調する。我々

は，予算的な実行可能性を条件として，１９９５年１２月２０日にＧ７各国の政府，欧州共

同体委員会及びウクライナ政府の間で署名された，２０００年までにチェルノブイリ原子
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力発電所を閉鎖することについての覚書で述べられている諸原則に関する我々のコミ

ットメントを再確認する。 

 

原子力の平和的利用 

51. 我々は，全てのＮＰＴ締約国がＮＰＴ第１条，第２条及び第３条に規定される国際的義務

に従って，原子力を平和的目的のために利用する奪い得ない権利を有することを認識

する。また，核不拡散義務を果たす国であって，完全な透明性をもって原子力安全，核

セキュリティ及び核不拡散の最高水準を満たし，かつ環境に配慮した形で，平和的な民

生用の原子力計画を策定することを希望する国々と協力する意向を有していることを改

めて表明する。我々は，原子力が責任ある形で発展する上で，最も重要である教育や

訓練といった分野において，国際協力の強化に向け作業するよう，全てのＮＰＴ締約国

に奨励する。 

 

52. 我々は，原子力技術の平和的利用の恩恵を拡大し，深化させることを目指して天野事

務局長が掲げている「平和と開発のための原子力」の下で行われる，持続可能な開発

目標（ＳＤＧs）の達成にも寄与し得るＩＡＥＡの活動を強く支持する。 

 

53. これに関連し，我々は，保健・医療，農業，水資源管理，工業適用，発電，気候変動等

の分野におけるＩＡＥＡ特有の貢献を促進するため，ＩＡＥＡ技術協力基金や平和利用イ

ニシアティブに対する支援の提供を通じて，ＩＡＥＡ技術協力プログラムを通じてＳＤＧs

に貢献するＩＡＥＡの専門性を積極的に支持するとともに，ＩＡＥＡがん対策行動計画並び

に他国際機関と協力した，がんの早期発見，適切な診断，治療及びケアに関するＩＡＥＡ

独自の専門性を認識し，支持する。 

 

54. 我々は，最新鋭の科学研究を通じてグローバルな開発ニーズが満たされることを確保

するために必要な，サイバースドルフに位置するＩＡＥＡ原子力技術応用研究所の改修

（ＲｅＮｕＡＬ）の重要性を認識し，同改修が予定どおりの期間と予算で完了することを確

実にするため，更なる資金貢献を行うことを全てのＩＡＥＡ加盟国に奨励する。 

 

55. 大量破壊兵器開発の知識と技術を有する科学者及び技術者が平和的活動に従事する

ことを支援する国際科学技術センターの活動を更に促進するため，より広範な参加を

奨励する。 

 

小型武器及び軽兵器の管理 

56. 我々は，テロリストが一連の攻撃において小型武器及び軽兵器を含む通常兵器を継続

的に使用していることについて深く懸念するとともに，テロリストが小型武器及び軽兵器，

並びに，携帯式地対空ミサイル（ＭＡＮＰＡＤＳ），即席爆発装置及び対戦車誘導ミサイ
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ルなどの兵器を含む通常兵器を取得し使用することを防止する必要があることを認識

する。 

 

57. 我々は，通常兵器の不正な移転や流用（テロ行為の実行への流用を含む。）を防止す

るために，通常兵器の移転規制を促進する関連の国際文書及び国内法の重要性を強

調する。我々は，ワッセナー・アレンジメントなどの関連の枠組みにおいてテロリストへ

の通常兵器の移転を防止するための協力を強化する。 

 

58. 我々は，武器貿易条約（ＡＴＴ）の普遍化及び同条約上の各国の義務の完全かつ効果

的な履行を引き続き促進するとともに，国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条

約を補足する銃器並びにその部品及び構成部分並びに弾薬の不正な製造及び取引の

防止に関する議定書を考慮することを強く要請する。 

 

59. 我々は，国際連合軍備登録制度が小型武器及び軽兵器を武器の分類の一つとして含

むよう拡大されることを求める。 

 

60. 我々は，全ての関係国が，あらゆる側面において小型武器及び軽兵器の不正な取引を

防止し，これと戦い，及びこれを根絶するための国際連合行動計画（ＰｏＡ），各国が不

正な小型武器を適時に及び信頼することができる方法で特定し追跡することを可能と

するための国際文書（ＩＴＩ），並びに，ワッセナー・アレンジメントのガイドラインを完全に

履行することを要請する。 

 

61. 我々は，テロリストによる通常兵器の取得や使用の防止に貢献する国家，地域及び多

国間のレベルでの措置及び取組を支持する。これら措置には，関係国における過度の

貯蔵兵器を削減し，及び可能な場合には破壊し，並びに，これら諸国の武器貯蔵庫の

物理的な防護及び管理能力を促進する措置が含まれる。この点に関し，我々は，特に

サヘル地域における通常兵器の不正移転に対抗するためにアフリカ諸国，ドナー諸国

及び実施パートナーの間での協力を促進する我々の協調努力を前進させるドイツによ

るイニシアティブを歓迎する。我々は，アフリカ連合などの地域パートナーと共に，この

点に関して引き続き協調して取り組む。 

 

宇宙 

62. 我々は，安全，セキュリティ，持続可能性及び安定性を高めるルールに基づいた宇宙

環境を強化するため，迅速かつ実践的な方法により，あらゆる宇宙活動について責任

ある行動に関する原則を発展させ，実施することの必要性を改めて表明する。 
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63. 我々は，衛星破壊実験によるものを含む，無責任で意図的な宇宙物体の破壊及びこれ

による長期にわたり軌道上を周回する宇宙ゴミ（デブリ）の発生や拡散は，国際的な平

和と安全に対する深刻な脅威であることを認識する。この観点から，我々は，全ての国

に対し，宇宙活動に対する有害な干渉を回避するために，誠実に協力するための適切

な手段をとるとともに，全ての国が，国際法に合致する方法で，直接的又は間接的に宇

宙物体の損害又は破壊を引き起こすいかなる行為も自制することの重要性を強調す

る。 

 

64. 我々は，宇宙政策や戦略に関する情報交換，時宜にかなった宇宙活動に関する情報

交換や通知，及び効果的な協議メカニズムといった，国連政府専門家会合報告書（Ａ／

６８／１８９， ２０１３年７月２９日） における勧告に含まれる透明性・信頼醸成措置の提

案を実行可能な範囲で検証し実施することについて，我々のコミットメントを再確認する

とともに，全ての国に対し要請する。 

 

65. 我々は，２０１６年６月に国連宇宙空間平和利用委員会による明確で実践的かつ信頼

のおける宇宙活動の長期的持続可能性ガイドラインを速やかに完成させるための努力

を支持し，同委員会の全ての参加国に対し，この目的に向けて建設的な役割を果たす

ことを促す。 


